
農
業
者
年
金
で
ゆ
と
り
あ
る
老
後
を
！ 

４
月
定
例
教
育
委
員
会
の
日
程

に
つ
い
て 

町
内
事
業
主
の
み
な
さ
ん
、広
報
み

な
み
で
求
人
募
集
を
し
ま
せ
ん
か 

美
波
町
鳥
獣
侵
入
防
止
柵

等
設
置
支
援
事
業 

南
部
地
域
政
策
総
合
会
議

委
員
を
募
集
し
ま
す 
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憲
法
週
間
行
事
と
し
て
の

無
料
法
律
相
談 

御
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
も
の

は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

予
め
御
了
承
く
だ
さ
い
。 

募
集
期
限
　
４
月
20
日
�
ま
で
（
当

日
消
印
有
効
） 

選
考
方
法
　
別
途
定
め
る
南
部
地
域

政
策
総
合
会
議
公
募
委
員
選
考
要

領
に
基
づ
き
、
書
類
選
考
し
ま
す
。 

選
考
結
果
の
通
知
　
選
考
委
員
会
で

決
定
後
、
速
や
か
に
応
募
者
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

応
募
及
び
問
い
合
せ
先 

〒
７
７
９
―
２
３
０
５
　
海
部
郡
美
波

町
奥
河
内
字
弁
才
天
17
│
１ 

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
　
経
営
企

画
部
（
美
波
）　
政
策
企
画
担
当 

☎
０
８
８
４
│
74
│
７
３
３
０ 

FAX
０
８
８
４
│
74
│
７
３
３
７ 

e-m
ail : n

an
b
u
_k
_m
@
p
ref. 

         
tok
u
sh
im
a.lg
.jp
 

    

開
催
日
時
　
５
月
14
日
�
午
前
９
時

30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分
ま
で 

場
所
　
徳
島
地
方
・
家
庭
裁
判
所
（
徳

島
市
徳
島
町
１
丁
目
５
番
地
） 

相
談
担
当
者 

（
１
）
弁
護
士
（
徳
島
弁
護
士
会
に

派
遣
依
頼
、
午
前
５
名
・
午
後

５
名
で
相
談
時
間
は
１
人
あ
た

り
30
分
厳
守
と
す
る
） 

（
２
）
受
付
　
徳
島
地
方
・
家
庭
裁
判

所
の
総
務
課
職
員 

を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

　
つ
き
ま
し
て
は
、
南
部
圏
域
に
お

住
ま
い
の
皆
様
の
ご
意
見
を
県
の
施

策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
委
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。 

公
募
委
員
数
　
３
名
程
度
と
し
ま
す
。 

任
期
　
平
成
27
年
５
月
17
日
か
ら

平
成
29
年
５
月
16
日
と
し
ま
す
。 

応
募
資
格
　
県
南
部
圏
域
（
阿
南
市
、

那
賀
郡
及
び
海
部
郡
）
内
に
居
住

す
る
満
20
歳
（
募
集
年
の
４
月
１

日
現
在
）
以
上
の
方
で
、
年
数
回

程
度
開
催
さ
れ
る
会
議
に
出
席
で

き
る
方
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る

方
を
除
く
。 

（
１
）
国
会
議
員
及
び
地
方
公
共
団

体
の
議
会
の
議
員 

（
２
）
常
勤
の
国
家
公
務
員
及
び
地

方
公
務
員 

応
募
方
法 

（
１
）
次
の
事
項
を
明
記
し
た
応
募

用
紙
（
様
式
自
由
） 

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
年
齢
、

性
別
、
連
絡
先
（
電
話
番
号
）
、

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
職
業
、

応
募
の
動
機
、
主
な
経
歴
等
（
他

の
委
員
等
の
活
動
経
験
、
そ
の

他
の
活
動
経
験
）
を
明
記
し
た
用

紙 

（
２
）「
新
し
い
県
南
を
創
る
た
め
に

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
」
を
テ

ー
マ
と
し
た
作
文
（
八
百
字
程
度
） 

以
上
２
点
を
、
郵
便
、
持
参
、

電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
な
ど
の

方
法
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
な
お
、 

（
い
つ
で
も
変
更
も
で
き
ま
す
）

ま
で
ご
自
身
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に

合
わ
せ
て
保
険
料
を
自
由
に
選
択

で
き
ま
す
。
ま
た
一
定
の
要
件
を

満
た
せ
ば
保
険
料
の
国
庫
助
成
を

受
け
ら
れ
ま
す
。 

⑤
税
制
面
で
も
大
き
な
優
遇
が
あ
り

ま
す
。 

　
保
険
料
は
最
大
80
万
４
千
円

の
社
会
保
険
控
除
（
収
め
た
保
険

料
の
15
か
ら
30
％
程
度
の
節
税
）
で
、

支
払
わ
れ
る
年
金
に
も
公
的
年
金

控
除
が
適
応
さ
れ
ま
す
。 

⑥
80
歳
ま
で
の
保
証
が
つ
い
た
終
身

年
金
で
す
。 

　
年
金
は
終
身
受
給
で
き
ま
す
。

加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
に
な

る
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、
80

歳
ま
で
に
受
け
取
る
と
仮
定
し
た

金
額
を
死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族

が
受
け
取
れ
ま
す
。 

お
問
い
合
せ
先 

美
波
町
農
業
委
員
会 

　
☎
77
│
３
６
１
７ 

    

　
南
部
総
合
県
民
局
で
は
、
地
域
住

民
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
連
携
を

強
化
し
、
地
域
の
目
線
に
立
っ
た
政

策
の
立
案
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
反
映

し
た
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域

住
民
代
表
と
の
意
見
交
換
の
場
と
し

て
、「
南
部
地
域
政
策
総
合
会
議
」 

補
助
額
　
侵
入
防
止
柵
に
か
か
る
資

材
費
の
２
分
の
１
以
内 

申
請
書
に
必
要
な
も
の
　
申
請
書
・

見
積
書
・
カ
タ
ロ
グ
・
図
面
・
設
計

書
及
び
利
用
目
的
が
分
か
る
書
類 

※
助
成
対
象
（
件
数
）
は
、
１
軒
か

ら
可
能
で
す
の
で
お
気
軽
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。 

※
予
算
の
都
合
上
、
要
望
が
そ
の
ま

ま
決
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
留
意
く
だ
さ
い
。 

※
申
請
書
は
、
役
場
産
業
振
興
課
に

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
窓
口
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。 

お
問
い
合
せ
先 

役
場
産
業
振
興
課
　
☎
77
│
３
６
１
７ 

   

　
農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
が
よ
り

豊
か
な
老
後
生
活
を
過
ご
す
こ
と
が

出
来
る
よ
う
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）

に
上
乗
せ
し
た
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。 

①
農
業
従
事
者
な
ら
誰
で
も
加
入
で

き
ま
す
。 

　
60
歳
未
満
の
国
民
年
金
の
第

一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
年
間
60

日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
方
で
あ

れ
ば
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
　 

②
積
立
方
式
で
安
全
な
財
政
運
営
で
す
。 

　
積
立
方
式
で
年
金
額
は
加
入
者
・

受
給
者
数
に
左
右
さ
れ
な
い
、
少

子
高
齢
時
代
に
強
い
制
度
で
す
。 

③
保
険
料
は
自
由
に
選
択
で
き
ま
す
。 

　
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円 

   

日
時
　
４
月
30
日
�

午
前
９
時
30
分
〜 

場
所
　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室 

    

　
広
報
み
な
み
で
は
、
町
内
雇
用
及

び
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
町
内
事
業
所
の
求
人
案

内
を
掲
載
し
ま
す
。
な
お
、
掲
載
は

無
料
で
す
が
、
政
治
活
動
、
宗
教
活

動
、
個
人
の
宣
伝
に
係
る
も
の
な
ど

は
掲
載
で
き
ま
せ
ん
。
求
人
案
内
の

掲
載
を
希
望
す
る
事
業
主
の
方
は
、

「
広
報
み
な
み
求
人
案
内
掲
載
申
込

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

申
し
込
み
・
お
問
い
合
せ
先 

役
場
総
務
企
画
課

広
報
係 

　
☎
77
│
３
６
１
１ 

    

　
有
害
鳥
獣
か
ら
の
農
林
産
物
被
害

の
防
止
・
軽
減
を
目
的
と
し
、
新
た

に
侵
入
防
止
柵
を
自
力
施
工
に
て
設

置
す
る
場
合
に
、
そ
の
資
材
費
を
、

予
算
の
範
囲
内
で
助
成
い
た
し
ま
す
。 

助
成
対
象
　
町
内
に
住
所
を
有
し
、

農
業
又
は
林
業
に
従
事
し
収
益
を

得
て
い
る
者
が
自
力
施
工
に
て
設

置
行
う
場
合 


